
熊本県健康福祉補助金等交付要項  

 
（趣旨） 

第１条 知事は、県民の健康と福祉の増進を図るため、市町村又は団体等（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の
範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第
３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。 

 
（補助対象経費及び補助率等） 

第２条 補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。 
 

（補助金等の交付申請書） 
第３条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとする。 
２ 規則第３条第２項の添付書類は、次の各号のとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。 
(1) 事業計画書    事業ごとに知事が別に定める様式 
(2) 収支予算書    別記第２号様式 
            ただし、上記様式により難い場合は、別に定めるものとする。 
(3)  その他必要とする書類 
 
（決定の通知） 

第４条 規則第６条の規定による補助金等の交付決定の通知は、別記第３号様式により行うものとする。 
 

（補助事業等の内容等の変更） 
第５条 規則第７条第１項の補助事業等の内容等の変更事由は、別表のとおりとする。 
２ 規則第７条第１項の変更申請書は、別記第４号様式によるものとし、事業変更計画書の様式は、知事が必要に応じ別に  
定める。 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助事業等の内容等の変更の決定通知は、補助金等の額に  
変更を生じるときは変更交付決定通知書（別記第５号様式）により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知  
書（別記第６号様式）により行うものとする。 

 
（申請の取下げ） 

第６条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、必要に応じ別に定める。 
 

（工事の着工及び完成報告） 
第７条 補助事業者は、工事を伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書を、工事が完成したときは工    
事完成報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の工事着工報告書及び工事完成報告書の様式並びにそれらの提出期限は、別に定める。 



 
（状況報告） 

第８条 規則第１１条の規定による状況報告は、必要に応じ別に定めるところにより行うものとする。 
 

（実績報告） 
第９条 規則第１３条の実績報告書は、別記第７号様式によるものとする。 
２ 規則第１３条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 事業実績書    事業ごとに知事が別に定める様式 
 (2) 収支精算書    収支予算書を準用する。 
 (3) その他知事が必要と認める書類 
３ 第１項の実績報告書の提出期限は、別に定める。 
４ 補助金等の交付を概算払又は前金払により受けた場合における実績報告書の提出期限は、前項の規定にかかわらず、補  
助金等の交付の決定のあった翌年度の５月２０日とする。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。 

   
（補助金等の額の確定） 

第１０条 規則第１４条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金等確定通知書（別記第８号様式）により行うもの  
とする。 

 
（補助金等の請求等） 

第１１条   規則第１６条第１項の請求書は、別記第９号様式によるものとする。 
２ 前項の請求書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。 
３ 前々項の規定にかかわらず、補助金等の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、補助金等概算払（又は  
前金払）請求書（別記第１０号様式）によるものとする。 

 
（補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場   
合には、別記第１１号様式により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ず  
ることができる。 

 
（財産の処分の制限） 

 第１３条 規則第２１条第２項に規定する財産の処分を制限する期間は、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産
の処分の制限（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）に定める期間とする。ただし、知事が別に定める場合
は、この限りでない。  

 
（証拠書類の保管） 

第１４条 規則第２３条に規定する別に定める期間は、５年とする。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。 



 
（雑 則） 

第１５条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要項は、平成１５年６月１８日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 
この要項は、平成１７年５月１０日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 
この要項は、平成１８年６月２８日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 
この要項は、平成１９年５月１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
この要項は、平成２０年５月１日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
この要項は、平成２１年５月１５日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
この要項は、平成２２年４月１９日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 
この要項は、平成２３年５月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 
この要項は、平成２４年４月９日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。  

この要項は、平成２５年５月１０日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。  

この要項は、平成２６年５月１３日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。  

この要項は、平成２７年５月２７日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。  

この要項は、平成２８年５月２０日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。  

この要項は、平成２９年４月３日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。  

この要項は、平成３０年５月１８日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。  

この要項は、平成３１年４月１日から施行する。  

この要項は、令和２年４月１日から施行する。  

この要項は、令和３年（２０２１年）４月１日から施行する。  

 

 



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

4　熊本県施設開設
準備経費助成特別対
策事業補助金

特別養護老人ホーム等の円滑な開設（新設又は増床）
に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備
品設置に伴う工事請負費を含む。）、報酬、給料、職
員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

※補助対象施設等の(1)から(3)については、開設前の
６ヶ月間に係る経費に限る。（看護・介護職員等の雇
い上げ経費は、最大６ヶ月間）

補助対象施設等
(1)広域型施設
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ
用居室
・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き
高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の
指定を受けるもの）

(2)地域密着型施設等
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所（複合型サービ
ス事業所）

・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・施設内保育施設

(3)介護療養型医療施設等の転換整備

(4)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護
ロボット・ＩＣＴの導入
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ
用居室
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受け
るもの）
・養護老人ホーム
・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き
高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の
指定を受けるもの）
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・小規模な介護老人保健施設
・小規模な介護医療院
・認知症高齢者グループホーム
・（看護）小規模多機能型居宅介護事業所
・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・施設内保育施設

(5)介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点におけ
る防災意識啓発の取組

(1)社会福祉
法人等、市町
村

(2)市町村
（事業主体は
社会福祉法人
等）

（補助額の算定方法）
下表の第１欄に定める施設等の区分ごとに、第２欄に定める交付
基礎単価に、第３欄に定める単位の数を乗じて得た額と対象経費
の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を上限とし、知事
が必要と認めた額。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる
ものとする。

１　開設日の
変更。

２　補助事業
に要する経費
の総額20%を超
える増減。

介護付きホーム（有料老人
ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特
定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）

無

表　交付基礎額

(1)広域型施設

１ 区分
２ 交付基礎
単価

３ 単位

広域型特別養護老人ホー
ム及び併設されるショー
トステイ用居室

914千円 定員数



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

4　熊本県施設開設
準備経費助成特別対
策事業補助金

特別養護老人ホーム等の円滑な開設（新設又は増床）
に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備
品設置に伴う工事請負費を含む。）、報酬、給料、職
員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

※補助対象施設等の(1)から(3)については、開設前の
６ヶ月間に係る経費に限る。（看護・介護職員等の雇
い上げ経費は、最大６ヶ月間）

補助対象施設等
(1)広域型施設
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ
用居室
・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き
高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の
指定を受けるもの）

(2)地域密着型施設等
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所（複合型サービ
ス事業所）

・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・施設内保育施設

(3)介護療養型医療施設等の転換整備

(4)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護
ロボット・ＩＣＴの導入
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ
用居室
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受け
るもの）
・養護老人ホーム
・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き
高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の
指定を受けるもの）
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・小規模な介護老人保健施設
・小規模な介護医療院
・認知症高齢者グループホーム
・（看護）小規模多機能型居宅介護事業所
・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・施設内保育施設

(5)介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点におけ
る防災意識啓発の取組

(1)社会福祉
法人等、市町
村

(2)市町村
（事業主体は
社会福祉法人
等）

１　開設日の
変更。

２　補助事業
に要する経費
の総額20%を超
える増減。

(2)地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人
ホーム及び併設される
ショートステイ用居室

(3)介護療養型医療施設等の転換整備

介護療養型医療施設等の
転換整備

無

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所

15,300千円 施設数

施設内保育所 4,580千円 施設数

914千円

定員数（小規模
多機能型居宅介
護事業所及び看
護小規模多機能
型居宅介護事業
所にあっては、
宿泊定員数とす
る。）

認知症高齢者
グループホーム

小規模多機能型
居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅
介護事業所（複合型サー
ビス事業所）

小規模な介護付きホーム
（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅で
あって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるも
の）

239千円
定員数（転換前
床数）

(4)介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボッ
ト・ＩＣＴの導入



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

4　熊本県施設開設
準備経費助成特別対
策事業補助金

(1)社会福祉
法人等、市町
村

(2)市町村
（事業主体は
社会福祉法人
等）

１　開設日の
変更。

２　補助事業
に要する経費
の総額20%を超
える増減。

養護老人ホーム

介護付きホーム（有料老人
ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特
定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）

地域密着型特別養護老人
ホーム及び併設される
ショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施
設

無

介護医療院

ケアハウス（特定施設入
居者生活介護の指定を受
けるもの）

特別養護老人ホーム及び
併設されるショートステ
イ用居室

458千円

定員数（小規模
多機能型居宅介
護事業所及び看
護小規模多機能
型居宅介護事業
所にあっては、
宿泊定員数とす
る。）

介護老人保健施設

小規模な介護医療院



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

4　熊本県施設開設
準備経費助成特別対
策事業補助金

(1)社会福祉
法人等、市町
村

(2)市町村
（事業主体は
社会福祉法人
等）

１　開設日の
変更。

２　補助事業
に要する経費
の総額20%を超
える増減。

無

施設数

458千円

定員数（小規模
多機能型居宅介
護事業所及び看
護小規模多機能
型居宅介護事業
所にあっては、
宿泊定員数とす
る。）

施設内保育施設 2,290千円 施設数

(5)介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意
識啓発の取組

介護予防拠点 109千円 １か所

認知症高齢者グループ
ホーム

（看護）小規模多機能型
居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム
（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅で
あって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるも
の）

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所

7,630千円

無

6　介護の日inくま
もと補助金

　介護の日inくまもとを開催するために組織された介
護の日inくまもと実行委員会が実施する事業に要する
経費

介護の日inく
まもと実行委
員会

1,100千円以内 無

5　介護保険苦情処
理体制整備事業費補
助金

　熊本県国民健康保険団体連合会が行う苦情処理事業
に要する経費
（報酬、給料、職員手当等、共済費(社会保険料に限
る。)、報償費、旅費、賃金、需用費、備品購入費、
役務費、委託料、負担金、使用料及び賃借料）

熊本県国民健
康保険団体連
合会

3,060千円以内
　補助金の額は、知事が必要と認めた額と「補助対象経費」の実
支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他
の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、千円未満
の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

施設数

⑥換気設備
設置事業

定員30人以上の
大規模施設等

換気設備の設置

8　熊本県介護基盤
緊急整備特別対策事
業補助金

１　医療介護総合確保法第5条の市町村計画に定める
地域密着型サービス施設等の整備（施設と一体的に整
備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費
の2.6％に相当する額を限度額とする。）。
　特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サー
ビス事業所の整備のための改修に必要な経費について
は同上。設備については、需用費（修繕料）使用料及
び賃借料又は備品購入費（備品設置に伴う工事請負費
を含む。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)地域密着型特別養護人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型デイサービスセンター
(7)介護予防拠点
(8)施設内保育施設
(9)小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの)
(10)空き家を活用した整備(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービス
センター)
(11)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規
模修繕・耐震化整備(特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム)
(12)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修
(13)特別養護老人ホーム及び併設されるショート用居
室（多床室）のプライバシー保護のための改修

(14)介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への
転換整備
(15)介護施設等の看取り環境の整備(特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、介護付
きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受
けるもの))
(16)共生型サービス事業所の整備((地域密着型)通所
介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所)
(17)介護職員の宿舎施設整備(特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢
者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、
介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）)

２　介護施設等における簡易陰圧装置の設置又は感染
拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備
品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、
旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監
督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の
２．６％に相当する額を限度額とする。）及び多床室
の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用で
あって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。
 ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認
められる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム
(10)サービス付き高齢者向け住宅

(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所
(12)生活支援ハウス

市町村（事業
主体は補助対
象施設を運営
する社会福祉
法人、医療法
人、特定非営
利活動法人及
び民間事業者
等）

（交付額の算定方法）
下表の第１欄に定める施設の区分ごとに、第２欄に定める配分基
礎単価に、第３欄に定める単位の数を乗じて得た額と、対象経費
の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を上限とし、知事
が必要と認めた額。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる
ものとする。

３ 単位

地域密着型特別養護
老人ホーム及び併設
されるショートステ
イ用居室

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業
所

6,470千円

看護小規模多機能型
居宅介護事業所

交付申請額の
変更及び交付
決定後の事業
内容の変更
（軽微な変更
を除く）をす
る場合

無

表（配分基礎額）

１

１ 区　分 ２ 配分基礎単価

15,000千円～36,600千円
の範囲内で知事が定める
額

2,000～4,880千円の範囲
内で知事が定める額

整備床数

認知症高齢者グルー
プホーム

15,000千円～36,600千円
の範囲内で知事が定める
額

小規模多機能型居宅
介護事業所

15,000千円～36,600千円
の範囲内で知事が定める
額



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

2,000～4,880千円の範囲
内で知事が定める額

小規模な介護付きホー
ム(有料老人ホーム又は
サービス付き高齢者向
け住宅であって、特定
施設入居者生活介護の
指定を受けるもの)

整備床数

施設数

施設数

個室→ユニット化改修
1,300千円

整備床数

多床室→ユニット化改修
2,600千円

8　熊本県介護基盤
緊急整備特別対策事
業補助金

１　医療介護総合確保法第5条の市町村計画に定める
地域密着型サービス施設等の整備（施設と一体的に整
備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費
の2.6％に相当する額を限度額とする。）。
　特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サー
ビス事業所の整備のための改修に必要な経費について
は同上。設備については、需用費（修繕料）使用料及
び賃借料又は備品購入費（備品設置に伴う工事請負費
を含む。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)地域密着型特別養護人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型デイサービスセンター
(7)介護予防拠点
(8)施設内保育施設
(9)小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの)
(10)空き家を活用した整備(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービス
センター)
(11)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規
模修繕・耐震化整備(特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム)
(12)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修
(13)特別養護老人ホーム及び併設されるショート用居
室（多床室）のプライバシー保護のための改修

(14)介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への
転換整備
(15)介護施設等の看取り環境の整備(特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、介護付
きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受
けるもの))
(16)共生型サービス事業所の整備((地域密着型)通所
介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所)
(17)介護職員の宿舎施設整備(特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢
者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、
介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）)

２　介護施設等における簡易陰圧装置の設置又は感染
拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備
品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、
旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監
督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の
２．６％に相当する額を限度額とする。）及び多床室
の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用で
あって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。
 ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認
められる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム
(10)サービス付き高齢者向け住宅

(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所
(12)生活支援ハウス

市町村（事業
主体は補助対
象施設を運営
する社会福祉
法人、医療法
人、特定非営
利活動法人及
び民間事業者
等）

空き家を活用した整備
(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能
型居宅介護事業所、看
護小規模多機能型居宅
介護事業所、認知症対
応型デイサービスセン
ター)

9,710千円

介護施設等の創設を
条件に行う広域型施
設の大規模修繕・耐
震化整備

1,230千円 定員数

認知症対応型デイ
サービスセンター

13,000千円の範囲内で知
事が定める額

介護予防拠点 9,710千円

施設内保育施設 13,000千円

既存の特別養護老人
ホーム等のユニット
化改修



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

特別養護老人ホーム
及び併設される
ショート用居室（多
床室）のプライバ
シー保護のための改
修

800千円 整備床数

介護療養型医療施設
等の介護老人保健施
設等への転換整備

創設　2,440千円の範囲
内で都道府県知事が定め
る額

転換前
床数

8　熊本県介護基盤
緊急整備特別対策事
業補助金

１　医療介護総合確保法第5条の市町村計画に定める
地域密着型サービス施設等の整備（施設と一体的に整
備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費
の2.6％に相当する額を限度額とする。）。
　特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サー
ビス事業所の整備のための改修に必要な経費について
は同上。設備については、需用費（修繕料）使用料及
び賃借料又は備品購入費（備品設置に伴う工事請負費
を含む。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)地域密着型特別養護人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型デイサービスセンター
(7)介護予防拠点
(8)施設内保育施設
(9)小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの)
(10)空き家を活用した整備(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービス
センター)
(11)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規
模修繕・耐震化整備(特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム)
(12)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修
(13)特別養護老人ホーム及び併設されるショート用居
室（多床室）のプライバシー保護のための改修

(14)介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への
転換整備
(15)介護施設等の看取り環境の整備(特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、介護付
きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受
けるもの))
(16)共生型サービス事業所の整備((地域密着型)通所
介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所)
(17)介護職員の宿舎施設整備(特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢
者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、
介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）)

２　介護施設等における簡易陰圧装置の設置又は感染
拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備
品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、
旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監
督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の
２．６％に相当する額を限度額とする。）及び多床室
の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用で
あって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。
 ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認
められる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム
(10)サービス付き高齢者向け住宅

(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所
(12)生活支援ハウス

市町村（事業
主体は補助対
象施設を運営
する社会福祉
法人、医療法
人、特定非営
利活動法人及
び民間事業者
等）



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

２

介護施設等の看取り
環境の整備

3,820千円 施設数

共生型サービス事業
所の整備

1,130千円 事業所数

介護療養型医療施設
等の介護老人保健施
設等への転換整備

転換前
床数

8　熊本県介護基盤
緊急整備特別対策事
業補助金

１　医療介護総合確保法第5条の市町村計画に定める
地域密着型サービス施設等の整備（施設と一体的に整
備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費
の2.6％に相当する額を限度額とする。）。
　特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サー
ビス事業所の整備のための改修に必要な経費について
は同上。設備については、需用費（修繕料）使用料及
び賃借料又は備品購入費（備品設置に伴う工事請負費
を含む。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)地域密着型特別養護人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型デイサービスセンター
(7)介護予防拠点
(8)施設内保育施設
(9)小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの)
(10)空き家を活用した整備(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービス
センター)
(11)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規
模修繕・耐震化整備(特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム)
(12)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修
(13)特別養護老人ホーム及び併設されるショート用居
室（多床室）のプライバシー保護のための改修

(14)介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への
転換整備
(15)介護施設等の看取り環境の整備(特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、介護付
きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受
けるもの))
(16)共生型サービス事業所の整備((地域密着型)通所
介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所)
(17)介護職員の宿舎施設整備(特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢
者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、
介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）)

２　介護施設等における簡易陰圧装置の設置又は感染
拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備
品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、
旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監
督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の
２．６％に相当する額を限度額とする。）及び多床室
の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用で
あって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。
 ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認
められる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム
(10)サービス付き高齢者向け住宅

(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所
(12)生活支援ハウス

市町村（事業
主体は補助対
象施設を運営
する社会福祉
法人、医療法
人、特定非営
利活動法人及
び民間事業者
等）

改築　3,020千円の範囲
内で都道府県知事が定め
る額

改修　1,220千円の範囲
内で都道府県知事が定め
る額

簡易陰圧装置設置経
費支援

4,710千円

知事が認
めた台数
(定員を上
限)

ユニット型施設の各
ユニットへの玄関室
設置によるゾーニン
グ経費支援

1,090千円 箇所数

介護職員の宿舎施設
整備

介護職員１定員当たりの
延べ床面積33㎡

補助率
１／３

従来型個室・多床室
のゾーニング経費支
援

6,540千円 箇所数

家族面会室の整備等
経費支援

3,820千円
施設・事
業所数



高齢者支援課

補助金名
補　助　対　象　経　費

（複数の事業がある場合は事業ごとに記入）

補助事業者
等

（補助事業者と
事業主体が異な
る場合はそれぞ

れ表示）

補 助 率
又は

補助金額
変更申請要

件
備考

国庫
補助

(有･無)

8　熊本県介護基盤
緊急整備特別対策事
業補助金

１　医療介護総合確保法第5条の市町村計画に定める
地域密着型サービス施設等の整備（施設と一体的に整
備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費
の2.6％に相当する額を限度額とする。）。
　特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サー
ビス事業所の整備のための改修に必要な経費について
は同上。設備については、需用費（修繕料）使用料及
び賃借料又は備品購入費（備品設置に伴う工事請負費
を含む。）。
　ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)地域密着型特別養護人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型デイサービスセンター
(7)介護予防拠点
(8)施設内保育施設
(9)小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生
活介護の指定を受けるもの)
(10)空き家を活用した整備(認知症高齢者グループ
ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービス
センター)
(11)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規
模修繕・耐震化整備(特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム)
(12)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修
(13)特別養護老人ホーム及び併設されるショート用居
室（多床室）のプライバシー保護のための改修

(14)介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への
転換整備
(15)介護施設等の看取り環境の整備(特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、介護付
きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受
けるもの))
(16)共生型サービス事業所の整備((地域密着型)通所
介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所)
(17)介護職員の宿舎施設整備(特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢
者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、
介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高
齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）)

２　介護施設等における簡易陰圧装置の設置又は感染
拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備
品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、
旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監
督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の
２．６％に相当する額を限度額とする。）及び多床室
の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用で
あって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。
 ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対
象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、こ
れと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認
められる購入費等を含む。

補助対象施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム
(10)サービス付き高齢者向け住宅

(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所
(12)生活支援ハウス

市町村（事業
主体は補助対
象施設を運営
する社会福祉
法人、医療法
人、特定非営
利活動法人及
び民間事業者
等）

多床室の個室化に要
する改修費支援

1,070千円 定員数


